
障がい福祉サービス契約書 

         様（以下『利用者』という)と社会福祉法人やまなし勤労者福祉会（以下、『事

業者』という）は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、障害者

総合支援法）に基づき事業者が利用者に対して行う居宅サービスについて、次の通り契約を締結

するものとします。 
 

＜契約の目的＞ 

第１条 事業者は、障害者総合支援法等の関係法令に従い、利用者が居宅においてその有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、次の種類のサービスの提供

を行なうものとします。 

     1） 居宅介護  2） 重度訪問介護    （別紙サービス内容説明書） 

２ 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、事業者に対し、利用者負担

金を支払うものとします。 

 

＜契約期間＞ 

第２条 この契約の契約期間は、    年   月  日から    年  月   日 

までとします。 

  ２ 契約満了の 7 日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出が

ない場合、契約は自動更新されるものとします。ただし、第 6 条に掲げる場合につきま

しては、契約期間内であっても契約が解除できるものとします。 

 

＜居宅介護計画の作成＞       

第３条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサ

ービスの内容を記載した居宅介護計画を作成します。 

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者にその内容を説明

するとともに、計画を記載した書面を交付します。 

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて計画の変更を行います。 

 

＜サービス提供の記録＞ 

第４条 事業者は一定期間ごとにサービス提供の状況、目標等の達成状況等を評価し、その結果

を書面に記録することとし、これを契約終了後 5 年間保管するものとします。 

２ 利用者から前項の記録の閲覧を求められた場合は、福祉会が定めた「個人情報開示規程」

に基づき対応します。   

 

＜利用者負担金及び支払い方法＞ 

第５条 事業者が提供するサービスに対する利用者負担金及びその支払い方法は、別紙サービス

内容説明書に記載する通りとします。 

 ２  利用者及び連帯保証人は、前項の利用者負担金を事業者に支払うものとします。 

 ３  連帯保証人は、利用者（主債務者）が利用料等（債務）を支払えない場合、代わりに返

済する義務を負うものとします。 

 ４  連帯保証人は、本契約から生ずる一切の債務を、極度額３０万円の範囲内で負担するも

のとします。 

 

＜契約の終了＞ 

第６条 利用者は、事業者に対していつでも 1 週間以上の予告期間をもって、この契約を解約す

ることができるものとします。 

２   次の事項に該当した場合は、事業者は、1 週間以上の予告期間をもってこの契約を解除

することができます。 

1）利用者の利用者負担金の支払いが3か月以上遅延し、負担金を支払うよう催促した

   にもかかわらず1か月以内に支払われない場合 



2）利用者又はその家族が、故意又は重大な過失、ハラスメントにより事業者又は職員の   

生命・財産・信用等を傷付け、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約

を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

３   次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了するものとします。 

1）利用者が施設等に入所した場合 

2）利用者が死亡した場合 

 

＜損害賠債＞ 

第７条 事業者はサービスの実施にあたって、自らの責めに帰すべき事由により利用者の生命・

身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償するものとします。 

 

＜秘密保持・個人情報の利用＞    

第８条  事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の関する秘密・個人情

報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由があ

る場合を除いて、契約期間中及び契約終了後、第三者に漏らしてはならないものとしま

す。 

２   事業者は、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び家族の同意を得

ない限り、サービス担当者会議等において、その個人情報を用いません。 

３   利用者及びその家族は、以下の事項について利用者及びその家族の個人情報を用いるこ

とに同意します。 

１）当事業所が、利用者からの依頼に基づいた看護、介護、福祉サービスを提供するた

めの利用。 

２）提供したサービスに対する報酬請求事務での利用。  

３）サービス提供に係わる、事業所等の管理運営業務での利用。 

４）利用者からの依頼に基づいた適正な居宅サービスを提供するための、他の居宅サー

ビス事業者や居宅介護支援事業所、医療機関などとの連携(サービス担当者会議等)、

照会への回答等の利用。        

５）家族への心身の状況説明。緊急を要する場合の医師への連絡などの利用。 

６）行政機関、裁判所等の公的機関から、法令上応じることが義務付けられている事項、

法律に基づく正式な要請を受けた場合の利用。 

７）その他以下の利用 

（１）保健・看護・介護・福祉等の学術研究、実習受け入れに関連した利用。 

（２）よりよいサービスを提供するための事業所内での事例検討会などでの利用。 

（３）事故防止等安全確保に関する研究等今後の対応策検討、作成にあたっての利用。 

（４）当事業所からの、サービス向上や社会・介護保障制度等の充実を目的としたア  

ンケートや調査などを依頼するための利用。 

 

＜虐待防止のための措置に関する事項＞    

第９条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るための必要

な措置を行うものとします。 

 

＜苦情対応＞ 

第１０条  事業者は、苦情対応の窓口責任者及び連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立

て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行うものとします。 

２  事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取り

扱いをしてはならないものとします。 

 

＜禁止事項＞ 

第１１条 利用者、家族との信頼関係のもとに、安全安心な環境で質の高いケアを提供できるよ

う、利用者及び家族による以下の迷惑行為は固くお断りします。これらの迷惑行為があ

った場合、警察、弁護士、行為者に関わる方等へ連絡、通報または対応を依頼すること

があります。以下の迷惑行為により、利用者及び家族との健全な信頼関係を築くことが



出来ないと当法人が判断した場合は、サービス中止や契約解除をいたします。 

（1） 事業所の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

（2） カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

（3） 職員の写真や動画の撮影、録音等の行為。また無断で SNS 等に掲載する行為。 

（4） その他、職員の安心、安全に重大な影響を及ぼす行為。 

 

＜契約外条項＞ 

第１２条  この契約及び介護保険法等の関係法令で決められていない事項については、介護保険

法その他関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者の協議により定めるものとします。 

 

 

この契約の締結及び個人情報利用に関する同意を証するため、この契約書を 2 通作成し、利用

者及び事業者が記名押印のうえ、各自その 1 通を保有するものとします。 

 

契約締結日   年  月  日 

                                           

                 〈所在地〉    山梨県甲府市若松町 6-35 

〈事業者〉    社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 

〈代表者名〉    理事長 平田 理         印 

 

 

利用者 

 

                 〈住所〉                       

〈氏名〉                     ○印 

 

 

（家族又は代理人） 

 

〈住所〉                         

〈氏名〉            続柄：      ○印 

           

（連帯保証人） 

 

〈住所〉                         

〈氏名〉            続柄：      ○印 

 

 

 

 

 

 

  


